
 生物多様性条約の下、EU をはじめとする

国々では、持続的な農業を実現するための重要

な資源の一つとして「農業に有用な生物の多様

性」はという視点が認識されてきている。日本

の農業分野でも「農林水産省生物多様性戦略」

が策定され、減農薬や IPM など環境保全を重

視した様々な栽培の取り組みがある。しかし、

これらの取り組みが生物多様性に及ぼす効果

を科学的根拠に基づいて定量的に評価する方

法は確立されていない。一方、天敵類は、餌と

なる生物数が多く多様であれば、発生数や種類

が多くなることから、これらの中で、農薬など

農業技術の影響を強く受けるものを指標とし

て利用すれば、調査園の生物多様性を評価でき

るのではないかと考えられた。 

そこで、この度、生物に与える影響が高いと

考えられる防除に注目し、防除強度の異なるｶ

ﾝｷﾂ園において、黄色粘着ﾄﾗｯﾌﾟ、ﾋﾟｯﾄﾌｫｰﾙﾄﾗｯ

ﾌﾟ、虫見板による払 

い落とし、見取りな 

どの手法により生物 

相を調査し、生物多 

様性の評価法を検討 

した。 

捕獲(確認)された天敵類を指標生物に選定

するとして、①県内の広域に分布する普通種、

かつ②防除の強度が低い園ほど捕獲(確認)数

が多くなることとしたところ、ﾃﾝﾄｳﾑｼ類(ｷｱｼｸﾛ

ﾋﾒﾃﾝﾄｳ除く)、ﾄﾋﾞｺﾊﾞﾁ類、ﾊﾈｶｸｼ類、ｼﾃﾞﾑｼ類、

ｱﾘ類、地上徘徊性ｸﾓ類、ｶﾌﾞﾘﾀﾞﾆ類(ﾐﾔｺｶﾌﾞﾘﾀﾞﾆ

除く)、樹上造網性ｸﾓ類の８生物群が選抜され

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指標生物の調査は、一般に農薬の使用が多く

なる６月下旬から８月下旬（全ての指標種が同

時に調査でき、かつ差がある時期）に２週間以

上の間隔で３回以上行う必要がある。 

指標生物を利用しｶﾝｷﾂ園の生物多様性を評

価するために、防除体型に応じて指標生物毎の

基準値を下表の様に作定した。指標生物の捕

獲・確認数が、減農薬栽培の基準値未満では０

点、減農薬栽培の基準値以上で有機栽培の基準

値未満では１点、有機栽培の基準値以上の場合

には２点の点数を与え、それらの合計値をその

園のｽｺｱ(合計点数)とした。その結果、ｽｺｱは防

除の強度が高いと考えられる慣行防除ほど低

く、次ぎに防除の強度が低い減農薬栽培、有機

栽培の順に高くなった。 

 

 

 

 

 

 

 

このことから、今回選抜した指標８生物群を

調査し、その捕獲(確認)数から調査園のｽｺｱを

求めることで、その園の生物多様性を定量的に

評価できると考えられた。 
 

 天敵類を指標としたカンキツ園の生物多様性の評価 

（虫害班 主任研究員 﨑山進二） 

ﾋﾟｯﾄﾌｫｰﾙﾄﾗｯﾌﾟの設置状況 

表　指標生物の基準値

指標種 0点 1点 2点
YT ﾃﾝﾄｳﾑｼ類(ｷｱｼｸﾛﾋﾒﾃﾝﾄｳ除く) 0.01< 0.01～0.04 ≦0.04
YT ﾄﾋﾞｺﾊﾞﾁ類 0.1< 0.1～0.57 ≦0.57
PFT 地上徘徊性ｸﾓ類 0.48< 0.48～0.86 ≦0.86
PFT ﾊﾈｶｸｼ類 0.15< 0.15～0.18 ≦0.18
PFT ｼﾃﾞﾑｼ類 0.01< 0.01～0.16 ≦0.16
PFT ｱﾘ類 3.04< 3.04～3.88 ≦3.88
見取 樹上造網性ｸﾓ類 0.3< 0.3～1.64 ≦1.64
払い ｶﾌﾞﾘﾀﾞﾆ類(ﾐﾔｺｶﾌﾞﾘﾀﾞﾆ除く) 0.23< 0.23～1.24 ≦1.24
※）YT：黄色粘着ﾄﾗｯﾌﾟ、20cm×10cm、１日あたり捕獲数

　　PFT：ﾋﾟｯﾄﾌｫｰﾙﾄﾗｯﾌﾟ、１ﾄﾗｯﾌﾟ１日あたり捕獲数　　　見取：見取り調査、樹容積１ｍ3あたり確認数

　　払い：払い落とし、１樹４枝・３樹あたり捕獲数

調査
方法

評価の基準値(ｽｺｱ)

指標生物 左から ﾄﾋﾞｺﾊﾞﾁ類、ﾃﾝﾄｳﾑｼ類、ｼﾃﾞﾑｼ類 

指標生物 上段左から ﾊﾈｶｸｼ類、ｱﾘ類、地上徘徊性ｸﾓ類 

下段左から 樹上造網性ｸﾓ類、ｶﾌﾞﾘﾀﾞﾆ類 


